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日程を決定の上、紹介状を受検者様へ送付。

　第一次健診機関は他の契約健診機関の紹介に
ついて健保組合へ報告。

　受検者様は希望した契約健診機関で追求検査
を実施。
　当日の費用は発生しない。

　第一次健診機関以外の当組合の契約健診機関
より受検者様へ結果を送付。

第一次健診機関以
外の当組合の契約
健診機関

健保組合

　健診機関より健保組合へ「結果報告」と「費
用請求」。

【第一次健診機関で精密検査が実施できない場合に
　※第一次健診機関以外の当組合の契約健診機関
　で実施が可能な場合の取扱いについて】

※第一次健診機関以外の契約健診機関とは他の健診機
関の結果を踏まえ精密検査が実施可能と組合が認めた
健診機関とします。

被保険者様

第一次健診機関

　当該健診機関での実施不可検査項目について
第一次健診機関以外の当組合の契約健診機関で
の実施を希望。

被扶養者様

（受検者様）

【〔B〕による実施体制】

日程を決定の上、紹介状を受検者様へ送付。

　第一次健診機関は提携先の紹介について健保
組合へ報告。

　受検者様は提携先の病院で追求検査を実施。
費用は全額（10割負担）受検者様にて立替え。
　後日健保組合へ請求。
　※保険診療では対応いたしません。

　提携先より受検者様へ結果（当組合所定の追
求検査個人票）を送付。
（健保分含む）

第一次健診機関の
提携先の総合病院

健保組合 　受検者様は立て替え分の費用について、健診
結果を添えて健保組合へ請求。

　健診機関より健保組合へ「結果報告」と「費
用請求」。

健保組合

【第一次健診機関で精密検査が実施できない場合に
　※第一次健診機関の提携先の総合病院で実施
　が可能な場合の取扱いについて】

　当該健診機関での実施不可検査項目について
第一次健診機関の提携先の総合病院での実施を
希望。

被保険者様

第一次健診機関被扶養者様

（受検者様）

【〔Ａ〕による実施体制】

　健保組合より健診機関へ支払。

※第一次健診機関の提携先は各機関１箇所となりま
す。

②

　当組合の契約健診機関で精密検査が実施できない項目がある場合、現在の実施方法に加え、〔Ａ〕第一
次健診機関の提携している総合病院や、〔Ｂ〕受入が可能な当組合の契約健診機関での費用補助を行い充
実を図るための取扱いを一部の契約健診機関から段階的に実施。

契約健診機関実施分

【現在】

被保険者様

第一次健診機関

　受検者様は第一次健診機関にて追求検査（精
密検査等）を実施。被扶養者様

（受検者様） 　健診機関より受検者様へ結果を送付。


